
参加者には税理士による

【無料】相続税試算サービス付き!

参加
無料

事前
予約制

20名様
限定

生和コーポレーション 東日本本社　東京都千代田区神田淡路町1-3
●丸の内線 淡路町駅 徒歩1分　●都営新宿線 小川町駅 徒歩1分
●千代田線 新御茶ノ水駅 徒歩2分　※お車でのご来場はご遠慮ください。

場　所

13：45～13：45～受付開始

セミナー 14：00～15：3514：00～15：35
生和コーポレーション
東日本本社 3階
生和コーポレーション
東日本本社 3階

人　数 20名様20名様
申込締切 4月12日（水）4月12日（水）
申込方法 裏面をご覧ください裏面をご覧ください

生和グループ
10年のおつきあい
松岡修造さん

相続税はどう変わる？
平成29年度 税制改正大綱のポイント

第1部　14：00～14：40

現場を知れば対策がわかる
相続税の税務調査

第2部　14：50～15：30

休憩　　14：40～14：50

個別相談会

第3部　15：35～

講師紹介

1997年に清田幸弘税理士事務所を設立。ラ
ンドマーク税理士法人に組織変更し、現在で
は、東京・丸の内の無料相談窓口『丸の内相
続プラザ』、横浜ランドマークタワーを始め、
首都圏に10の本支店を展開。自身の生まれ
と農協勤務経験を活かした相続コンサル
ティングには定評があり、過去に手がけた相
続税申告件数2,300件超は全国でもトップ
クラス。資産家、金融機関、不動産会社、税理
士向けにセミナー講師を年間200件以上手
がけている。

ランドマーク税理士法人
代表税理士
清田 幸弘 氏
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ー平成29年度税制改正大綱を踏まえてー

お申込みは
お早めに！

現場を知れば対策がわかる

相続税の税務調査対策
現場を知れば対策がわかる

相続税の税務調査対策
セミナーセミナー

東日本本社
〒101-0063   東京都千代田区神田淡路町1-3   生和淡路町駅上ビル　TEL：03-3257-1788

生和コーポレーション株式会社
www.seiwa-stss.jp



現場を知れば対策がわかる
相続税の税務調査対策セミナー
ー平成29年度税制改正大綱を踏まえてー

お手数ではございますが、下記①～⑧のご記入欄に明記のうえ、
営業担当に直接お渡し頂くか、FAXにてお申し込みください。

※申込み〆切り：2017年4月12日（水）

❷支店名 ❸担当名

□希望する　　□希望しない
相談内容：

❶税務セミナーにお客様と同席する □はい　□いいえ

①お名前 ②年齢

⑤電話番号

⑦個別相談希望の有無

⑧活用を検討されている
　土地所在地 面積

⑥参加人数

歳

人

㎡

様

〒　　　－③ご住所

④会社名(お勤め先)

お客様ご記入欄

弊社記入欄

4/15（土）開催
申込み書

FAX 03-3257-5922

□HPよりお申込


